


高倉先生による講演 本学における取り組み報告

質疑応答の様子
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（6）各種委員会

【センター会議】

平成２３年度 第１回総合情報メディアセンター会議議事要旨

１． 日 時 平成２３年６月２２日 １０：００～１２：００
２． 場 所 総合情報メディアセンター会議室
３． 出 席 者 大橋センター長，観音委員，大塚委員，木村代理（石原委員），中村委員，二宮委員，戎委員，平

田委員，中川委員，和田委員，二神委員，川原委員，佐々木委員，平岡委員
欠 席 者 折戸委員（法文学部）

会議を開始するにあたって，大橋センター長から総合情報メディアセンターの運営について，今後のこの会議の役
割について，発言があり，各委員への協力を求めた。
続いて，本委員会名簿を配付し，各委員から自己紹介があった。

（審議事項）
１ 平成２２年度決算及び平成２３年度予算について（平岡課長，資料１）
平成２２年度決算（案）及び平成２３年度予算（案）について，原案どおり了承した。

２ 利用負担金について（平岡課長，資料２）
全学利用負担金について，原案どおり了承した。

３ 総合情報メディアセンターに置く部会に関する内規について（平岡課長，資料３）
「総合情報メディアセンターに置く部会に関する内規」について，原案どおり了承した。
なお，大橋センター長から部会長等の報告があり，７月中には部会委員を決定し，活動を開始する予定である
旨報告があった。
４ 客員教授の任用について（平田教授，資料４）
原案どおり，了承し，学術研究会議へ諮ることとした。

（報告事項）
１ 平成２３年度年度計画について（平岡課長，資料５）
平成２３年度年度計画について報告があった。

２ 遠隔キャンパス学内LANの接続状況について（川原准教授，資料６）
現状の遠隔キャンパス学内LAN接続状況の説明があり，センター経費の逼迫要因となっていることから，本部
への予算要求事項として検討する必要がある旨の発言があった。
３ コンピュータソフトウェアの違法コピーについて（平岡課長，資料７）
コンピュータソフトウェアの違法コピーについて報告があり，コンプライアンスについてセンター長名で全学
周知することとした。
４ その他
・キャンパスワイヤレスネットについて（川原准教授，資料８）
本件については，導入方法について種々意見があるが，今後部会で内容を検討し，本センター会議に諮るこ
ととした。
・仮想化統合環境の構築について（川原准教授，資料９）
本件については，導入方法について種々意見があるが，今後部会で内容を検討し，本センター会議に諮るこ
ととした。
・メディアホールプロジェクターの更新について（平岡課長，資料１０）
資料に基づき説明があった。

平成２３年度 第２回総合情報メディアセンター会議議事要旨

１． 日 時 平成２３年１１月９日� １１：００～１２：１５
２． 場 所 メディアセンター会議室
３． 出 席 者 大橋センター長，折戸委員，大塚委員，木村代理（石原委員），二宮委員，戎委員，平田委員，和

田委員，二神委員，川原委員，佐々木委員，平岡委員
欠 席 者 観音委員（教育学部），中村委員（医学部），中川委員，野口委員（メディア）

会議を開始するにあたり，大橋センター長から報告事項としていた「サーバーゾーンのセグメント分割について」
を審議事項３とすること，及び審議事項３の審議の前に報告事項１の「重大インシデントの発生について（１０月１２日
発生）」を報告することとする旨了解を得た。

5．業務関連 （６）各種委員会
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（審議事項）
１ 平成２４年度年度計画について（資料１）
センター長から資料１に基づき説明があり，加えて川原准教授から以下のとおり補足説明があり，審議の結果，
原案どおり了承された。
・年度計画項番９については平成２５年度の計画を１年前倒しして計画を進め，「無線アクセス環境を拡充し，電子
化された教育コンテンツ利用のためのさらなる利便性向上を図る。さらに，提携大学等からの利用に対応でき
る環境を整備する。」とする。
・年度計画項番９４については予定どおり平成２４年度の計画である「情報セキュリティマネージメントシステムを
構築・整備し，その運用体制を確立する。」とする。

２ 学術認証フェデレーションへの参加について（資料２）
センター長から本件について発言があり，引き続き，佐々木助教から資料２に基づき，以下のとおり説明があ
り，審議の結果，参加する方向で役員会の承認を得ることについて了承された。
・学認の概要，学認の現状，学認参加のメリット，本学の対応状況及び参加手続き等についての説明。
・審議の中で，本件学認への参加は認証の連携であり，サービスの利用の可否は提供者側の判断で実施されるも
のであり，本案件の枠外である。
・参加する段階には全学的な情報の周知徹底が必要である。 等々
３ サーバーゾーンのセグメント分割について （資料３）
センター長から最初に報告したように，本審議事項を審議する前に報告事項１の報告を実施する旨の発言があ
り，資料４に基づき，川原准教授からインシデント発生の報告があった。
引き続き，審議事項３の審議に入るため，資料３に基づき，川原准教授から以下のとおり説明があり，審議

の結果，新セグメントを設け，分割することについては了承されたが，基幹業務用システムと研究等用システム
のどちらを移動するのが合目的であるかについては結論が出ず，更に調査を行い再審議することとなった。
・今回のインシデントはサーバーゾーン利用者においては，あってはならない初歩的ミスであり，基幹業務用シ
ステムへの影響を回避するため，基幹業務用システムとその他研究等用システムとのセグメントを分割するこ
ととし，費用，DNSサーバー等全学的な影響を鑑み，その他研究等用システムを別セグメントへ移動すること
を検討している。
・樽味地区については基幹業務用システムの移動あるいは現状のまま移動なしということも考えられる。

（報告事項）
１ 重大インシデントの発生について（１０月１２日発生）（資料４）
審議事項３の前に報告。

２ 目的積立金の使用について（資料５）
センター長から発言があり，資料５に基づき，平岡課長から以下のとおり報告があった。
・本来のセンター繰越金である約３５０万円については目的積立金のプロジェクト「セキュリティレベルの向上」を
進める。なお，残りの約３，６００万円については，更に検討の上，資料を揃え，学長に諮ることとする。

３ ホスティングサービスの試験運用について（資料６）
センター長から発言があり，資料６に基づき，川原准教授から以下のとおり報告があった。
・愛媛大学が総合技術研究会の来年度担当校となり，当センターで試験運用することとなったホスティングサー
ビスを希望しており，ホスティングサービスを行う上で必要な経験等の蓄積のため，構築及びサービス提供を
行いながらテストケースとして受諾することとした。今後，ホスティングサービス提供可否の判断基準につい
て整備を進める。

４ 委員の追加について （資料７）
センター長から資料７に基づき７月１日付けで野口教授が採用され，委員に追加されたことの報告。

５ その他
なし

平成２３年度 第３回総合情報メディアセンター会議議事要旨

１． 日 時 平成２４年１月２５日� ９：００～９：３０
２． 場 所 メディアセンター会議室
３． 出 席 者 大橋センター長，観音委員，大塚委員，木村代理（石原委員），中村委員，二宮委員，戎委員，中

川委員，野口委員，和田委員，二神委員，川原委員，佐々木委員，平岡委員
欠 席 者 折戸委員，平田委員

（審議事項）
１ 平成２４年度年度計画の見直しについて（資料１）
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センター長から資料１に基づき以下のとおり説明があり，審議の結果，原案どおり了承された。
内容：項番９について内容を具体化。

「無線アクセス環境を拡充し，電子化された教育コンテンツ利用のためのさらなる利便性向上を図る。さ
らに，提携大学等からの利用に対応できる環境を整備する。」を「無線アクセス環境を拡充し，電子化され
た教育コンテンツ利用のためのさらなる利便性向上を図る。さらに，仮想化統合環境に国立情報学研究所
（NII）が推進する学術認証フェデレーションにも参加可能となる認証システムを構築することにより，参
加大学（提携大学）等からの利用に対応できる環境の整備を推進する。」に修正する。
：項番９４については変更なしで，現状のまま。

２ 愛媛大学キャンパス情報ネットワーク利用内規の改正について（資料２）
センター長から資料２について発言，引き続き，川原准教授から以下のとおり補足説明があり，学内サーバー
ゾーンの位置づけ等について種々審議の結果，原案どおり了承された。
内容：学内サーバーゾーンを新たに設けて，設定することが可能となったことに伴う利用内規の改正で，第１３条

として学内公開サーバーの利用申請手続きについて定めたもの。
３ サーバーゾーンのセグメント分割について（資料３）
センター長から資料３について発言，引き続き，川原准教授から以下のとおり補足説明があり，審議の結果，
原案どおり了承された。
内容：システム管理者への移行調査の結果に基づき，城北及び重信地区については基幹系以外をセグメント移行

することとし，樽味地区については移行困難なシステムは現状のままとし，新規開設時も自由選択とする。
４ 京都大学スーパーコンピュータの機関利用について（資料４）
センター長から資料４について発言，川原准教授から以下のとおり補足説明があり，審議の結果，原案どおり
了承された。
京大のスーパーコンピュータがリプレースされることとなり，これまでと同様の利用ができないこととなるた
め，本制度の機関利用サービスを中止することとする。利用者については今回の事情と代替手段などを通知する。

（報告事項）
なし

【教員コア会議】
・平成２３年５月１８日� 平成２３年度第１回総合情報メディアセンター教員コア会議
・平成２３年６月１５日� 平成２３年度第２回総合情報メディアセンター教員コア会議
・平成２３年８月２４日� 平成２３年度第３回総合情報メディアセンター教員コア会議
・平成２３年９月２８日� 平成２３年度第４回総合情報メディアセンター教員コア会議
・平成２３年１０月２６日� 平成２３年度第５回総合情報メディアセンター教員コア会議
・平成２３年１２月１９日� 平成２３年度第６回総合情報メディアセンター教員コア会議
・平成２４年１月２３日� 平成２３年度第７回総合情報メディアセンター教員コア会議
・平成２４年２月２０日� 平成２３年度第８回総合情報メディアセンター教員コア会議
・平成２４年３月１９日� 平成２３年度第９回総合情報メディアセンター教員コア会議

5．業務関連 （６）各種委員会
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（7）センター規則

愛媛大学総合情報メディアセンター規則
平成２３年４月１日
規則第 ２４ 号

第１章 総則
（趣旨）
第１条 この規則は，国立大学法人愛媛大学基本規則第３０条第２項の規定に基づき，愛媛大学総合情報メディアセンタ
ー（以下「センター」という。）の組織及び運営に関し，必要な事項を定めるものとする。
（目的）
第２条 センターは，学内共同施設として，愛媛大学（以下「本学」という。）の情報基盤の整備を図り，教育研究活
動の支援及び情報技術に関する教育研究を行うとともに，学内外の情報化に寄与することを目的とする。
（教育研究部門）
第３条 前条の目的を達成するため，センターに次の各号に掲げる教育研究部門を置く。
（１）情報基盤部門
（２）情報メディア教育部門
（３）学術情報システム部門

第２章 業務等
（業務）
第４条 センターは，次の各号に掲げる業務を行う。
（１）計算機システムに関すること。
（２）ネットワークシステムに関すること。
（３）情報教育に関すること。
（４）学術研究支援に関すること。
（５）キャンパス情報化に関すること。
（６）その他愛媛大学先端研究・学術推進機構長（以下「機構長」という。）の指示する業務
（組織）
第５条 センターに，次の各号に掲げる職員を置く。
（１）センター長
（２）センター員
ア センターの専任教員
イ 本学の専任教員（アの者を除く。）若干人
ウ その他必要な職員

２ センター長候補者は，本学の専任の教授又は理事のうちから愛媛大学先端研究・学術推進機構学術研究会議（以下
「学術研究会議」という。）が推薦し，学長が選考する。
３ センター長の任期は，２年とし，再任を妨げない。ただし，補欠により任命されたセンター長の任期は，前任者の
残任期間とする。
４ センターの専任教員は，学術研究会議が推薦し，学長が選考する。
５ センター員のイの者は，センター長が推薦し，機構長が当該教員の所属する部局等の長の同意を得て，委嘱する。
６ センター員のイの者の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の
残任期間とする。
（職務）
第６条 センター長は，センターの業務を掌理する。
２ センター員は，センターの業務を処理する。
（部会）
第７条 センターに，第４条に規定する業務に関する企画立案等を行う部会を置く。
２ 部会に関し必要な事項は，センター長が別に定める。

第３章 センター会議
（センター会議）
第８条 センターに，第４条に掲げる業務の運営に関する重要事項を審議するため，総合情報メディアセンター会議（以
下「センター会議」という。）を置く。
（組織）
第９条 センター会議は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。
（１）センター長
（２）センター員 若干人

5．業務関連 （７）センター規則
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（３）各学部の専任教員 各１人
（４）総合情報メディアセンター事務課長
（５）その他特に必要と認めた本学の職員
２ 前項第２号の委員は，センター長が指名する。
３ 第１項第３号の委員は，当該教員の所属する学部の長の推薦に基づき，機構長が委嘱する。
４ 第１項第５号の委員は，センター長が推薦し，機構長が当該職員の所属する部局等の長の同意を得て，委嘱する。
５ 第１項第２号，第３号及び第５号の委員の任期は１年とし，再任を妨げない。ただし，委員に欠員が生じた場合の
後任者の任期は，前任者の残任期間とする。
（議長）
第１０条 センター会議に議長を置き，センター長をもって充てる。
２ 議長は，センター会議を招集し，主宰する。
３ 議長に事故があるときは，議長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
（議事）
第１１条 センター会議は，委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
２ 議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。
（委員以外の者の出席）
第１２条 議長が必要と認めるときは，委員以外の者を会議に出席させ，説明又は意見を聴くことができる。

第４章 利用等
（利用）
第１３条 センターの利用に関する規程は，別に定める。
（分室）
第１４条 センターに，医学部分室及び農学部分室を置く。
２ 分室に関する規程は，別に定める。

第５章 雑則
（事務）
第１５条 センターに関する事務は，研究支援部総合情報メディアセンター事務課で処理する。ただし，分室における事
務は，当該分室が所在する学部の事務部で処理する。
（その他）
第１６条 この規則に定めるもののほか，センターに関し必要な事項は，別に定める。

附 則
１ この規則は，平成２３年４月１日から施行する。
２ 愛媛大学総合情報メディアセンター規則（平成１６年規則第１９１号）は，廃止する。
３ 愛媛大学総合情報メディアセンター運営委員会規程（平成１６年規則第２４号）は，廃止する。
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愛媛大学総合情報メディアセンター分室規程
平成１６年４月１日
規則第 １９２ 号

（趣旨）
第１条 この規程は，愛媛大学総合情報メディアセンター規則第１４条第２項の規定に基づき，愛媛大学総合情報メディ
アセンター分室（以下「分室」という。）の組織及び運営に関し，必要な事項を定めるものとする。
（分室長）
第２条 分室に分室長を置く。
２ 分室長は，当該分室が所在する学部の愛媛大学総合情報メディアセンター会議委員（以下「センター会議委員」と
いう。）をもって充てる。
３ 分室長の任期は，センター会議委員として任命された期間とし，再任を妨げない。
４ 分室長は，愛媛大学総合情報メディアセンター長の指示に従い，当該分室の業務を処理する。
（委員会）
第３条 分室の円滑な運営を図るため，分室に分室の運営に関する委員会を置くことができる。
（雑則）
第４条 この規程に定めるもののほか，分室に関する必要な事項は，分室長が定める。

附 則
この規程は，平成１６年４月１日から施行する。
附 則

この規程は，平成２３年４月１日から施行する。

5．業務関連 （７）センター規則
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愛媛大学総合情報メディアセンター利用規程
平成１６年４月１日
規則第 １９３ 号

（趣旨）
第１条 この規程は，愛媛大学総合情報メディアセンター規則第１３条の規定に基づき，愛媛大学総合情報メディアセン
ター（以下「センター」という。）が管理する計算機システム（以下「システム」という。）及びキャンパス情報ネッ
トワーク（以下「ネットワーク」という。）の利用に関し，必要な事項を定めるものとする。
（利用者の資格）
第２条 システム及びネットワークを利用することができる者は，次の各号に掲げる者とする。
（１）愛媛大学の職員，学生及び附属学校生徒
（２）その他センター長が適当と認めた者
（システム利用の手続）
第３条 システムを利用しようとする者は，所定の利用申請書をセンター長に提出するものとする。
２ 前項の有効期限は，当該年度限りとする。
（ネットワーク利用の手続）
第４条 ネットワークを利用しようとする者は，所定の手続により，申請するものとする。
２ 前項の有効期限は，ネットワーク利用が認められた者の資格が失われるまでとする。
（ポリシー等の遵守）
第５条 システム及びネットワークを利用する者は，国立大学法人愛媛大学情報システム運用基本方針，国立大学法人
愛媛大学情報システム運用基本規則及び国立大学法人愛媛大学情報セキュリティ対策基準（国立大学法人愛媛大学情
報セキュリティ組織体制基準を除く。）を遵守しなければならない。
（システム利用経費の負担）
第６条 利用に係る経費を負担する者（以下「支払責任者」という。）は，システム利用が認められた者の利用に係る
経費を負担しなければならない。
２ 前項の規定により支払責任者が負担すべき経費の額及び負担方法は，センター会議の議を経て，センター長が別に
定める。
（ネットワーク利用経費の負担）
第７条 ネットワーク利用が認められた者の負担すべき経費の額及び負担方法は，センター会議の議を経て，センター
長が別に定める。
（利用時間の制限等）
第８条 センター長は，システム及びネットワークの利用に関し，利用時間帯を制限し，又は指定することができる。
（機器の移動等の禁止）
第９条 センターの機器等に関し，次の各号に掲げる事項は禁止する。ただし，センター長が特に必要と認めた場合は，
この限りでない。
（１）機器の移動又は変更
（２）ソフトウェアの変更，追加
（利用承認の取消し等）
第１０条 センター長は，センターに関する諸規則に違反する者があるとき，又はセンターの運営に重大な支障を生じさ
せるおそれのあるときは，その者の利用の承認を取消し又は利用を停止することができる。
（雑則）
第１１条 この規程に定めるもののほか，センターの利用に関し必要な事項は，センター会議の議を経てセンター長が定
める。

附 則
この規程は，平成１６年４月１日から施行する。
附 則

この規程は，平成２２年４月１日から施行する。
附 則

この規程は，平成２３年４月１日から施行する。
附 則

この規程は，平成２４年４月１日から施行する。

5．業務関連 （７）センター規則
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